
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
所
持
の
禁
止
）

（
所
持
の
禁
止
）

第
三
条

何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
銃

第
三
条

何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
銃

砲
又
は
刀
剣
類
を
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

砲
又
は
刀
剣
類
を
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
〜
三
の
二

（
略
）

一
〜
三
の
二

（
略
）

四

第
九
条
の
三
第
一
項
の
射
撃
指
導
員
（
第
四
号
の
六
、
第
三
条
の
三
第
一

四

第
九
条
の
三
第
一
項
の
射
撃
指
導
員
（
第
四
号
の
六
、
第
三
条
の
三
第
一

項
第
六
号
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
五
条
の
二
第
三
項
第
六
号
及

項
第
六
号
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
五
条
の
二
第
三
項
第
五
号
及

び
第
八
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
「
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
指
定

び
第
八
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
「
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
指
定

射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
又
は
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
よ

射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
又
は
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
よ

る
射
撃
の
指
導
を
行
う
た
め
当
該
指
導
を
受
け
る
者
が
第
四
条
又
は
第
六
条

る
射
撃
の
指
導
を
行
う
た
め
当
該
指
導
を
受
け
る
者
が
第
四
条
又
は
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
す
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
所
持
す
る
場

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
す
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
所
持
す
る
場

合

合

四
の
二
・
四
の
二
の
二

（
略
）

四
の
二
・
四
の
二
の
二

（
略
）

四
の
三

第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
練
習
射
撃
指
導
員
（
以
下
こ
の
号
及

四
の
三

第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
練
習
射
撃
指
導
員
（
第
三
条
の
三
第

び
第
三
条
の
三
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
練
習
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。

一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
練
習
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
第
九
条
の
十

）
が
第
九
条
の
十
第
一
項
の
射
撃
練
習
（
以
下
こ
の
号
、
第
三
条
の
三
第
一

第
一
項
の
射
撃
練
習
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
第
八
号
に
お

項
第
八
号
及
び
第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
射
撃
練
習
」
と
い

い
て
「
射
撃
練
習
」
と
い
う
。
）
に
係
る
指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
う
た
め

う
。
）
に
係
る
指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
う
た
め
、
又
は
射
撃
練
習
を
行
う

、
又
は
射
撃
練
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
が
当
該
射
撃
練
習
を
行
う
た
め

こ
と
が
で
き
る
者
が
当
該
射
撃
練
習
を
行
う
た
め
第
九
条
の
十
一
第
二
項
の

第
九
条
の
十
一
第
二
項
の
練
習
用
備
付
け
銃
（
第
四
号
の
五
及
び
第
三
条
の

練
習
用
備
付
け
銃
（
以
下
こ
の
号
、
第
四
号
の
五
、
第
三
条
の
三
第
一
項
第

三
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
練
習
用
備
付
け
銃
」
と
い
う
。
）
を
所
持
す



八
号
、
第
九
条
の
八
第
三
項
、
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

る
場
合

九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
九
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
「
練
習
用
備
付
け
銃

」
と
い
う
。
）
を
所
持
す
る
場
合
（
第
九
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
年
少

射
撃
資
格
者
（
第
四
号
の
六
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
五
条
の
二

第
六
項
、
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の
四
第
三
項
、

第
九
条
の
十
第
一
項
及
び
第
九
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
「
年
少
射
撃
資

格
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

指
名
を
受
け
た
練
習
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
射
撃
練
習
を
行
う
た

め
、
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
練
習
用
備
付
け
銃
を
所
持
す

る
場
合
）

四
の
四
・
四
の
五

（
略
）

四
の
四
・
四
の
五

（
略
）

四
の
六

年
少
射
撃
資
格
者
が
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第

四
の
六

第
九
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
年
少
射
撃
資
格
者
（
第
四
条
第
一

五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
空
気

項
第
五
号
の
二
及
び
第
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
「
年
少
射
撃
資
格
者
」

銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射

と
い
う
。
）
が
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の

撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
空
気
銃
射
撃
競
技

に
係
る
空
気
銃
を
所
持
す
る
場
合

の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参

加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気

銃
を
所
持
す
る
場
合

五

第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
又
は
拳
銃
の
保
管
の
委
託
を

五

第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
又
は
け
ん
銃
の
保
管
の
委
託

受
け
た
者
が
そ
の
委
託
に
係
る
空
気
銃
又
は
拳
銃
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に

を
受
け
た
者
が
そ
の
委
託
に
係
る
空
気
銃
又
は
け
ん
銃
を
同
条
第
二
項
の
規

よ
り
保
管
の
た
め
所
持
す
る
場
合

定
に
よ
り
保
管
の
た
め
所
持
す
る
場
合

六
〜
十
三

（
略
）

六
〜
十
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）



第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

現
に
許
可
済
猟
銃
（
所
持
し
よ
う
と
す
る
種
類
の
猟
銃
で
あ
つ
て
、
第
四

一

現
に
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
し
よ
う

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

と
す
る
種
類
の
猟
銃
を
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃

第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明

に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
同
号
及
び
第
三
号

書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の

三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政

交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許

令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で

可
済
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し

あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）

く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦

さ
れ
た
者
に
限
る
。
）

二

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
許
可
済
猟
銃
を
亡
失
し
、

又
は
許
可
済
猟
銃
が
滅
失
し
た
者
で
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
当
該
許
可
済
猟
銃
の
所
持
の
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
（
当
該
災
害
に
起

因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
な
い
も
の
（

当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交

付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

三

（
同
下
）

二

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

、
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き



な
か
つ
た
者
で
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
な

い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了

証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

四
〜
六

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

５

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
前
項
第
一
号
の
規

猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
継
続
し
て
十
年
以
上
第
四
条
第
一
項
第
一

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
継
続
し
て
十
年
以
上
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
号
の
規
定
に
よ

の
は
、
「
第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
前

り
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
前
に
お
い
て
継
続
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

に
お
い
て
継
続
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許

規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
と
前
項
第
二
号
若
し
く

可
を
受
け
て
い
た
期
間
と
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第

は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
継
続
し

所
持
の
許
可
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
継
続
し
て
同
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃

て
同
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期
間
と
を
通
算
し

の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期
間
と
を
通
算
し
て
十
年
以
上
同
号
」
と
す
る

て
十
年
以
上
同
号
」
と
す
る
。

。
６

（
略
）

６

（
略
）

（
教
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
教
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

（
教
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
教
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

第
九
条
の
八

（
略
）

第
九
条
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
四
第
一
項
の

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
四
第
一
項
の

指
定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
第
九

指
定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
第
九

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
練
習
用
備
付
け

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
第
九
条
の
十
一

銃
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
猟
銃
を
仮
領
置
す

第
二
項
の
練
習
用
備
付
け
銃
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
を
命
じ
、
提
出



る
も
の
と
す
る
。

さ
れ
た
猟
銃
を
仮
領
置
す
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
等
）

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
等
）

第
九
条
の
九

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
操
作
及
び
射
撃

第
九
条
の
九

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
に
関
す
る
技

に
関
す
る
技
能
の
維
持
向
上
並
び
に
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
猟
銃
又

能
の
維
持
向
上
並
び
に
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
猟
銃
の
選
定
に
資
す

は
空
気
銃
の
選
定
に
資
す
る
た
め
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
係
る
指
定
射
撃
場
の

る
た
め
、
猟
銃
に
係
る
指
定
射
撃
場
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を

う
ち
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
、
当
該
指
定
射
撃
場
の
設
置
者
等
の
申

、
当
該
指
定
射
撃
場
の
設
置
者
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係

請
に
基
づ
き
、
当
該
種
類
の
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
と
し
て
指

る
練
習
射
撃
場
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
同
下
）

一

当
該
指
定
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
及
び
そ
の
管
理
の
方
法
が
内
閣
府
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

射
撃
指
導
員
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
射
撃
練
習
を
行
う
者

二

射
撃
指
導
員
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
次
条
第
一
項
の
射
撃

に
対
し
指
導
又
は
助
言
を
行
う
者
（
以
下
「
練
習
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。

練
習
を
行
う
者
に
対
し
指
導
又
は
助
言
を
行
う
者
（
以
下
「
練
習
射
撃
指
導

）
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

員
」
と
い
う
。
）
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

第
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
指
導
員
の
選
任
及
び

２

第
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
指
導
員
の
選
任
及
び

解
任
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
場
の
指
定
に
つ
い
て
準
用

解
任
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
場
の
指
定
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
習
射
撃
場
」
と
あ
る
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
習
射
撃
場
」
と
あ
る
の

は
「
練
習
射
撃
場
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に

は
、
「
練
習
射
撃
場
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
九
条
の
十
一
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
指
名
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
指
名
に
係
る
年
少
射
撃
資

格
者
が
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
の
監
督
に
従
わ
な
い
で
練
習
用
備
付
け
銃
を
所

持
し
た
と
き
（
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
が
年
少
射
撃
資
格
者
の
し
た
当
該
行
為

を
防
止
す
る
た
め
に
相
当
の
注
意
を
怠
ら
な
か
つ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き



を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
射
撃
練
習
）

（
射
撃
練
習
）

第
九
条
の
十

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

第
九
条
の
十

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号
又
は
第

け
た
者
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
条
の
二
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
号

五
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
四
条
第
一
項
第
一

に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
練
習
射
撃
場
に
お
い
て

号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と

射
撃
練
習
（
次
条
第
二
項
の
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
し
て
行
う
猟
銃
の
操
作

す
る
者
（
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

及
び
射
撃
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
。
）
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可

を
受
け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
推
薦
さ
れ

た
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
年
少
射
撃
資
格
者
は
、
練
習
射

撃
場
に
お
い
て
射
撃
練
習
（
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
し
て
行
う
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
操
作
及
び
射
撃
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

２

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

す
る
者
は
、
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
持
し
よ
う
と
す
る

又
は
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

猟
銃
の
種
類
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委

る
者
は
、
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
持
し
よ
う
と
す
る
猟

員
会
に
申
請
し
て
、
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

銃
又
は
空
気
銃
の
種
類
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
第
五
条
の

県
公
安
委
員
会
に
申
請
し
て
、
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
認
定
を

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が

行
い
、
練
習
資
格
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
い
、
練
習
資
格
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

第
五
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者



二

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

第
五
条
（
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
許
可
の
基
準
に
適
合
し
な
い
た
め
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
る
資
格
を
有
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
者

三

第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

第
五
条
の
許
可
の
基
準
に
適
合
し
な
い
た
め
同
号
の
規
定

に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
る
資
格
を
有
し
な
い
と
認
め
ら
れ

る
者

３

第
四
条
の
二
及
び
第
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
、

３

第
四
条
の
二
及
び
第
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
、

第
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
練
習
資
格
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

第
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
練
習
資
格
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
五
第
三
項
中
「
第
五
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に

場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
五
第
三
項
中
「
教
習
資
格
認
定
証
」
と
あ
る
の
は

規
定
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
十
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

、
「
練
習
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
と
、
「
教
習
資
格
認
定
証
」
と
あ
る
の
は
「

練
習
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
練
習
用
備
付
け
銃
）

（
練
習
用
備
付
け
銃
）

第
九
条
の
十
一

練
習
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
は
、
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る

第
九
条
の
十
一

練
習
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
は
、
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る

た
め
必
要
な
猟
銃
又
は
空
気
銃
で
そ
の
構
造
及
び
機
能
が
政
令
で
定
め
る
基
準

た
め
必
要
な
猟
銃
で
そ
の
構
造
及
び
機
能
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

に
適
合
す
る
も
の
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
練
習
射
撃
場
に
備

も
の
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
練
習
射
撃
場
に
備
え
付
け
て
置

え
付
け
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
練
習
射
撃
場
の
指
定
を
受
け

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
練
習
射
撃
場
の
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
起

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。
２

第
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
の

２

第
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
た
猟
銃
又
は
空
気
銃
（
以
下
「
練
習
用
備
付
け
銃
」
と

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
た
猟
銃
（
以
下
「
練
習
用
備
付
け
銃
」
と
い
う
。
）
に



い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
習
射
撃
場

教
習
射
撃
場
」
と
あ
る
の
は
「
練
習
射
撃
場
」
と
、
第
九
条
の
七
第
五
項
中
「

」
と
あ
る
の
は
「
練
習
射
撃
場
」
と
、
第
九
条
の
七
第
五
項
中
「
射
撃
教
習
を

射
撃
教
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
九
条
の
五
第
二
項
の
教
習
資
格
認
定
証

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
九
条
の
五
第
二
項
の
教
習
資
格
認
定
証
」
と
あ
る
の

」
と
あ
る
の
は
「
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
者
が
第
七
条
第
一
項
の
許
可
証

は
「
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
者
が
第
七
条
第
一
項
の
許
可
証
又
は
第
九
条

、
第
九
条
の
十
第
二
項
の
練
習
資
格
認
定
証
又
は
第
九
条
の
十
三
第
二
項
の
年

の
十
第
二
項
の
練
習
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

少
射
撃
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
射

撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
し
練
習
用
備
付
け
銃
に
よ
る

射
撃
の
指
導
を
行
う
者
を
、
当
該
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
選
任
さ
れ
て
い
る
練

習
射
撃
指
導
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
当
該
年
少
射
撃
資

格
者
に
当
該
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
練
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
練
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

第
九
条
の
十
二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
九
条

第
九
条
の
十
二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
九
条

の
九
第
一
項
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
九
第
一
項
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
が
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

五

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
が
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
、
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の

第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
又
は
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条

七
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に

の
七
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

違
反
し
た
場
合

六

（
略
）

六

（
略
）

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
九
第
一
項
の
指

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
九
第
一
項
の
指

定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
前
条
第

定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
教
習
用
備
付
け
銃
で
あ
る

一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
教
習
用
備
付
け
銃
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
）
又
は
空
気
銃
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
猟
銃
又
は
空
気

も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
猟
銃
を
仮
領
置
す
る
も
の
と



銃
を
仮
領
置
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
仮
領
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
猟
銃
を
仮
領
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
射
撃
場
を

該
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
又
は
そ
の
者
か
ら
当
該
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
の
売

設
置
す
る
者
又
は
そ
の
者
か
ら
当
該
猟
銃
の
売
渡
し
、
贈
与
、
返
還
等
を
受
け

渡
し
、
贈
与
、
返
還
等
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
適

た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
猟
銃
を
適
法
に
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
内
閣

法
に
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
返
還

府
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
返
還
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
公
安
委

の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
当
該
猟
銃
又
は
空
気
銃

員
会
は
、
当
該
猟
銃
を
そ
の
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

を
そ
の
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領
置
し

４

第
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領
置
し

た
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九

た
猟
銃
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七

項
中
「
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
「
前
項
」
と

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
十
二
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
）

第
九
条
の
十
三

政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
の
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る

第
九
条
の
十
三

政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
の
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る

選
手
又
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推

選
手
又
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推

薦
さ
れ
た
者
で
十
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
射
撃
場
に

薦
さ
れ
た
者
で
十
四
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
射
撃
場

お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃
指

に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃

導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習

指
導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練

を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員
の

習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員

監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら

の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ

か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道

県
公
安
委
員
会
に
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
当
該
射
撃
指
導
員
の

府
県
公
安
委
員
会
に
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
当
該
射
撃
指
導
員

氏
名
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
及
び
内
閣

の
氏
名
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
及
び
内

府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
を
提
出
し
て
、
そ
の
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

閣
府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
を
提
出
し
て
、
そ
の
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
次

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が



の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
及
び
認
定
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
及
び
認
定
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書

中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
又
は
重
要
な
事
実
の
記
載

類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
又
は
重
要
な
事
実
の
記

が
欠
け
て
い
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

載
が
欠
け
て
い
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
失
効
及
び
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
返
納
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
失
効
及
び
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
返
納
）

第
九
条
の
十
五

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
九
条
の
十
五

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

（
同
下
）

一

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
年
少
射
撃
資
格
者
」
と
い

う
。
）
が
死
亡
し
た
場
合

二

（
略
）

二

（
略
）

三

年
少
射
撃
資
格
者
が
十
九
歳
に
達
し
た
場
合

三

年
少
射
撃
資
格
者
が
十
八
歳
に
達
し
た
場
合

四

年
少
射
撃
資
格
者
が
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
六
の
規
定
に
よ
り
所
持
す

四

年
少
射
撃
資
格
者
が
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
六
の
規
定
に
よ
り
所
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

た
射
撃
指
導
員
の
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
の
全
て
に
つ
い
て
、
当
該
許
可

た
射
撃
指
導
員
の
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
当
該
許

が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合

可
が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射

撃
場
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
若
し
く
は

撃
場
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
若
し
く
は

第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

ど
う
か
、
練
習
射
撃
指
導
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
第
九
条
の
六
第

ど
う
か
、
練
習
射
撃
指
導
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
第
九
条
の
六
第

二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出

二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出



に
係
る
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
備
え
付
け
て
い
る
か

に
係
る
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
備
え
付
け
て
い
る
か

ど
う
か
、
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

ど
う
か
、
若
し
く
は
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て

場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及
び
方
法
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及

よ
り
当
該
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
保
管
し
て
い
る
か

び
方
法
に
よ
り
当
該
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
保
管
し

ど
う
か
、
若
し
く
は
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
が
行
わ
れ
て

て
い
る
か
ど
う
か
、
又
は
猟
銃
等
保
管
業
者
が
委
託
を
受
け
て
猟
銃
若
し
く
は

い
る
か
ど
う
か
、
又
は
猟
銃
等
保
管
業
者
が
委
託
を
受
け
て
猟
銃
若
し
く
は
空

空
気
銃
を
保
管
す
る
保
管
場
所
に
つ
い
て
、
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準

気
銃
を
保
管
す
る
保
管
場
所
に
つ
い
て
、
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用

用
す
る
第
九
条
の
七
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及

す
る
第
九
条
の
七
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及
び

び
方
法
に
よ
り
当
該
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
を
保
管
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調

方
法
に
よ
り
当
該
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
を
保
管
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査

査
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
職
員
に
立
ち
入
り
、
検
査
さ
せ

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
職
員
に
立
ち
入
り
、
検
査
さ
せ
、

、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
四
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い

二

第
四
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
五
第
二
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
五
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
（
第
九
条
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
（
第
九
条
の
十

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
九

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
九

条
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
三
項
後
段
（
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

条
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
三
項
後
段
（
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項

及
び
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

及
び
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

第
五
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
五
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
九
条
の
十
一
第
三
項
、
第
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
第
二
十
一
条

第
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合



に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項

を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
五
条
第
二
項

ま
で
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二

、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二

十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一

条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
三
十
三
条
第
二
号

項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
三
十
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第

四

第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第

十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
拳
銃
部
品
の
提
出
命
令
に
応
じ
な
か
つ

十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
け
ん
銃
部
品
の
提
出
命
令
に
応
じ
な
か

た
者

つ
た
者

五
〜
八

（
略
）

五
〜
八

（
略
）



○

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
等
に
係
る
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に

（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
等
に
係
る
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に

関
す
る
講
習
に
係
る
特
例
）

関
す
る
講
習
に
係
る
特
例
）

第
三
条

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
と
し
て
猟
銃
を

第
三
条

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
と
し
て
猟
銃
を

使
用
し
て
対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
農

使
用
し
て
対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
農

林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
鳥
獣
被
害

林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
鳥
獣
被
害

対
策
実
施
隊
員
」
と
い
う
。
）
が
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害

対
策
実
施
隊
員
」
と
い
う
。
）
が
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害

の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
十
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
（
次
項
に
お

二
十
四
年
法
律
第
十
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
（
次
項
に
お

い
て
「
改
正
法
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持

い
て
「
改
正
法
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持

等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の

り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「

所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講

所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了

習
修
了
証
明
書
（
同
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と

証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又

過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る

は
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選

も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政

手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら

令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
持
し
て

推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
持
し
て
い
る
者
」
と
、
同
項



い
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係

第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に

る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
三
号

算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
な

中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技

い
も
の
」
と
す
る
。

能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
な
い
も
の

」
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
対
象
鳥
獣
の
捕
獲

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
対
象
鳥
獣
の
捕
獲

等
に
従
事
し
て
い
る
者
（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
を
除
き
、
猟
銃
を
使

等
に
従
事
し
て
い
る
者
（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
を
除
き
、
猟
銃
を
使

用
し
て
当
該
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
内
閣
府
令

用
し
て
当
該
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
内
閣
府
令

・
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
が
、
改
正
法
一
部
施
行
日
か
ら

・
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
が
、
改
正
法
一
部
施
行
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請

を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃

を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
五
条
の
二

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
五
条
の
二

第
三
項
第
一
号
中
「
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の

第
三
項
第
一
号
中
「
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二

五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
同
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
技
能
講

項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と

習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
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し
て
三
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算
し
て
三
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経
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い
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許
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撃
競
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技
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め
る
も
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る
選
手
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候
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者
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適
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に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
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そ
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候
補
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と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政

当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ

令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
持
し
て

る
の
は
「
所
持
し
て
い
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当

い
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所

該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を

持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付

受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
り

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ



、
及
び
同
項
第
三
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て

る
の
は
「
経
過
し
な
い
も
の
」
と
す
る
。

い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
経
過
し
な
い
も
の
」
と
す
る
。


